
 
〇
青
森
県
木
材
産
業
等
高
度
化
推
進
資
金
制
度
運
営
要
領 

  

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
要
領
は
、
木
材
の
生
産
及
び
流
通
の
合
理
化
を

促
進
し
、
木
材
の
供
給
の
円
滑
化
並
び
に
効
率
的
か
つ
安
定

的
な
林
業
経
営
の
育
成
を
図
る
た
め
、
木
材
の
生
産
又
は
流

通
を
担
う
県
内
の
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
行
う
事
業
の
合
理

化
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
及
び
県
内
に
お
い
て
林

業
を
営
む
も
の
に
対
し
、
そ
の
行
う
林
業
経
営
の
規
模
の
拡

大
、
生
産
方
式
の
合
理
化
等
の
林
業
経
営
の
改
善
に
必
要
な

資
金
を
低
利
で
融
通
す
る
措
置
を
講
じ
、
も
つ
て
木
材
関
連

産
業
及
び
林
業
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

  

（
資
金
措
置
） 

第
二
条 

県
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
予
算
の
範

囲
内
に
お
い
て
、
別
に
指
定
す
る
金
融
機
関
（
以
下
「
指
定

金
融
機
関
」
と
い
う
。）
に
資
金
の
供
給
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

指
定
金
融
機
関
は
、
別
に
定
め
る
資
金
の
種
類
に
応
じ
、

前
項
の
規
定
に
よ
り
供
給
を
受
け
た
資
金
の
額
の
四
倍
又
は

三
倍
若
し
く
は
二
倍
に
相
当
す
る
額
の
資
金
を
次
条
に
定
め

る
貸
付
対
象
者
に
対
し
、
貸
付
け
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
貸
付
対
象
者
） 

第
三
条 

指
定
金
融
機
関
か
ら
事
業
経
営
改
善
合
理
化
資
金
又

は
構
造
改
善
合
理
化
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
者
は
、
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
林
業
経
営

基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る

暫
定
措
置
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る

合
理
化
計
画
（
以
下
「
合
理
化
計
画
」
と
い
う
。）
が
適
当
で

あ
る
旨
の
知
事
の
認
定
を
受
け
た
次
の
者
と
す
る
。 

一 

森
林
組
合
又
は
森
林
組
合
連
合
会 

二 

森
林
所
有
者
（
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四

十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
森
林
所
有
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
又
は
そ
の
組
織
す
る
団
体
（
生
産
森
林
組
合

を
含
む
。） 

三 

素
材
生
産
業
を
営
む
者
又
は
そ
の
組
織
す
る
団
体
（
造
林

公
社
、
林
業
公
社
等
の
造
林
の
事
業
を
行
う
こ
と
を
主
た
る

目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
又

は
第
３
セ
ク
タ
ー
で
素
材
生
産
の
事
業
を
併
せ
て
行
う
者

を
含
む
。） 

四 

木
材
製
造
業
を
営
む
者
又
は
そ
の
組
織
す
る
団
体 

五 

木
材
卸
売
業
を
営
む
者
又
は
そ
の
組
織
す
る
団
体 

六 

木
材
市
場
を
開
設
す
る
者
又
は
そ
の
組
織
す
る
団
体 

２ 

前
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
「
団
体
」
と
は
、

必
ず
し
も
法
人
格
を
有
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
が
、
法
人
格

を
有
し
な
い
団
体
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
四
人
（
次
に
掲

げ
る
者
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
二
人
）
以
上
の
者
を
も
っ

て
構
成
す
る
同
一
目
的
を
有
す
る
組
織
と
し
て
存
在
し
、
目

的
、
名
称
、
代
表
者
等
に
関
す
る
定
め
を
備
え
て
い
る
も
の

（
以
下
「
数
人
共
同
の
事
業
体
」
と
い
う
。）
を
い
う
。 

ア 

素
材
生
産
等
促
進
資
金
を
借
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
で

木
材
の
年
間
取
扱
量
の
合
計
が
お
お
む
ね
三
千
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
者
又
は
間
伐
材
等
の
取
扱
い
（
間
伐
材
等
の

生
産
を
含
む
。
）
の
事
業
を
計
画
す
る
者 

 

イ 

新
規
需
要
創
出
資
金
を
借
り
受
け
よ
う
と
す
る
者 

ウ 

日
本
農
林
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
七
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
登
録

認
証
機
関
の
認
証
を
受
け
た
木
材
製
造
業
を
営
む
者
又
は

一
年
以
内
に
当
該
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
確
実
と
見
込
ま

れ
る
木
材
製
造
業
を
営
む
者 

３ 

指
定
金
融
機
関
か
ら
林
業
経
営
改
善
資
金
の
貸
付
け
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
県
内
に
お
い
て
林
業
を
営
む
者

で
あ
っ
て
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
林
業
経
営
改
善
計
画
（
以
下
「
林
業
経
営
改
善
計
画
」

と
い
う
。）
が
適
当
で
あ
る
旨
の
知
事
の
認
定
を
受
け
た
者
と

す
る
。 

  

（
木
材
産
業
等
高
度
化
推
進
資
金
の
種
類
等
） 

第
四
条 

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
金
融
機
関
が
貸

付
け
を
行
う
資
金
（
以
下
「
木
材
産
業
等
高
度
化
推
進
資
金
」

と
い
う
。
）
の
種
類
、
内
容
及
び
貸
付
条
件
は
、
別
表
一
の
と

お
り
と
す
る
。 

  

（
農
林
漁
業
信
用
基
金
に
よ
る
保
証
） 

第
五
条 

指
定
金
融
機
関
は
、
農
林
漁
業
信
用
基
金
に
よ
る
保

証
の
活
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
木
材
産
業
等
高
度
化
推
進

資
金
の
貸
付
け
を
円
滑
か
つ
機
動
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

（
借
入
申
込
手
続
） 

第
六
条 

木
材
産
業
等
高
度
化
推
進
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
指
定
金
融
機
関
に
対
し
、
当
該
指
定
金
融

機
関
の
所
定
の
申
込
書
に
林
業
経
営
改
善
計
画
又
は
合
理
化

計
画
に
係
る
書
面
の
写
し
及
び
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る

資
金
が
林
業
経
営
改
善
計
画
に
定
め
る
経
営
改
善
措
置
及
び

合
理
化
計
画
に
定
め
る
経
営
改
善
措
置
又
は
構
造
改
善
措
置

を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書

類
を
添
え
て
申
込
み
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
込
み
に
係
る
木
材
産
業
等
高
度
化

推
進
資
金
に
つ
い
て
農
林
漁
業
信
用
基
金
の
保
証
を
依
頼
し

よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
申
込
み
の
際
に
、
農
林
漁
業
信

用
基
金
の
債
務
保
証
依
頼
書
を
指
定
金
融
機
関
に
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。 

 

（
指
定
金
融
機
関
の
遵
守
事
項
） 

第
七
条 

指
定
金
融
機
関
は
、
木
材
産
業
等
高
度
化
推
進
資
金

の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
名
義
を
も
っ
て
す
る
を

問
わ
ず
、
歩
積
両
建
預
金
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
金
融
機
関
は
、
木
材
産
業
等
高
度
化
推
進
資
金
の 

貸
付
け
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
借
受
者
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
、
知
事
か
ら
当
該
木
材
産
業
等
高
度
化
推
進
資
金
に

係
る
変
更
を
伴
う
林
業
経
営
改
善
計
画
又
は
合
理
化
計
画
の

変
更
を
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
借
受
者
と

の
貸
付
契
約
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

指
定
金
融
機
関
は
、
借
受
者
に
つ
い
て
、
知
事
か
ら
林
業

経
営
改
善
計
画
又
は
合
理
化
計
画
の
認
定
の
取
消
し
を
し
た

旨
の
通
知
を
受
け
た
場
合
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除

く
。）
は
、
当
該
借
受
者
に
対
す
る
木
材
産
業
等
高
度
化
推
進

資
金
の
貸
付
け
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

指
定
金
融
機
関
は
、
借
受
者
に
つ
い
て
、
知
事
か
ら
木
材

産
業
等
高
度
化
推
進
資
金
に
係
る
制
度
の
趣
旨
に
著
し
く
反



す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
林
業
経
営
改
善
計
画
又
は
合
理
化

計
画
の
認
定
の
取
消
し
を
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
場
合
は
、

貸
付
契
約
書
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
借
受
者
に
貸

し
付
け
た
木
材
産
業
等
高
度
化
推
進
資
金
に
つ
き
、
そ
の
全

部
又
は
一
部
を
償
還
期
限
前
に
償
還
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
報
告
及
び
調
査
） 

第
八
条 

指
定
金
融
機
関
は
、
毎
月
の
木
材
産
業
等
高
度
化 

推
進
資
金
の
貸
付
状
況
を
翌
月
の
十
日
ま
で
に
知
事
が
別
に

定
め
る
貸
付
状
況
報
告
書
に
よ
り
知
事
に
報
告
す
る
も
の
と

す
る
。 

２ 

知
事
は
、
木
材
産
業
等
高
度
化
推
進
資
金
の
貸
付
け
に
関

し
、
職
員
を
し
て
、
指
定
金
融
機
関
及
び
借
受
者
に
つ
い
て

調
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
木
材
産
業
等
高
度
化
推
進
運
営
協
議
会
の
活
用
） 

第
九
条 

知
事
は
、
木
材
産
業
等
高
度
化
推
進
資
金
の
貸
付 

け
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
木
材
産
業
等
高
度
化
推
進
運
営 

協
議
会
の
活
用
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
条 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
認
定
を
受
け
た

林
業
経
営
改
善
計
画
及
び
合
理
化
計
画
に
基
づ
く
木
材
産
業

等
高
度
化
推
進
資
金
の
各
資
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
（
別
表
二
）
に
よ
る
。 

   
 

 

附 

則 

こ
の
要
領
は
、
平
成
十
二
年
三
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   
 

 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
十
二
年
四
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

附 

則 

 
 

こ
の
要
領
は
、
平
成
十
二
年
九
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
十
三
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
十
三
年
四
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
十
四
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 
 
 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
十
九
年
四
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す

る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
し
、

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 
 
 
 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
施
行
す

る
。 

 
 
 
 
 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 
 

附 

則 

 

こ
の
要
領
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   


